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全
力
で
闘
い
抜
こ
う

わ
が
組
合
は
、
特
別
区
区
長

会
と
３
月
１０
日
に
第
１
回
団
体

交
渉
を
行
い
、『
賃
金
・
労
働

条
件
等
に
関
す
る
要
求
書
』
を

提
出
し
て
い
ま
す
。
要
求
内
容

に
つ
い
て
は
、
賃
金
制
度
の
改

善
と
し
て
７
項
目
、
人
事
制
度

の
改
善
と
し
て
６
項
目
に
わ
た

っ
て
改
善
を
求
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
わ
が
組
合
は
賃
金

改
定
に
あ
た
っ
て
は
、
特
別
区

の
清
掃
事
業
の
持
つ
特
殊
性
や

困
難
性
、
年
々
多
様
化
す
る
職

務
の
実
態
を
十
分
に
踏
ま
え
、

区
政
の
先
頭
に
立
っ
て
奮
闘
す

る
職
員
が
、
自
信
と
誇
り
を
持

て
る
賃
金
水
準
を
確
立
す
る
こ

と
を
求
め
て
き
ま
し
た
。

人
事
制
度
の
改
善
に
つ
い
て

は
、
統
括
技
能
長
・
技
能
長
選

考
に
欠
員
が
生
じ
て
い
る
実
態

を
指
摘
し
、
現
行
の
各
区
選
考

に
柔
軟
性
を
持
た
せ
、
選
考
方

法
の
見
直
し
や
区
間
交
流
を
活

用
す
る
な
ど
の
制
度
的
改
善
を

図
る
と
同
時
に
、
積
極
的
に
昇

任
選
考
に
応
募
で
き
る
職
場
環

境
の
整
備
を
求
め
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
特
別
昇
格
制
度
が
今

年
度
で
廃
止
に
な
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
長
年
の
知
識
と
経
験
を

基
に
区
民
と
の
信
頼
関
係
を
築

き
、
現
場
の
第
一
線
で
職
務
に

精
励
す
る
多
く
の
職
員
の
努
力

が
給
与
処
遇
に
反
映
さ
れ
る
よ

う
、
特
別
昇
格
制
度
に
代
わ
る

新
た
な
制
度
の
確
立
を
求
め
て

き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
わ
が
組
合
か
ら
の

要
求
に
対
し
、
区
長
会
か
ら
は

景
気
の
低
迷
、
税
収
減
等
の
財

政
の
危
機
的
な
状
況
を
理
由
に

「
困
難
」
と
す
る
ば
か
り
で
、

具
体
的
な
改
善
に
向
け
た
考
え

方
は
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

１０
月
１２
日
に
は
、
各
地
連
か

ら
の
代
表
に
も
参
加
を
い
た
だ

き
、
特
別
区
人
事
委
員
会
に
対

し
、
勧
告
作
業
に
関
す
る
要
請

を
実
施
し
ま
し
た
。

公
務
員
賃
金
等
に
つ
い
て

は
、
勧
告
制
度
の
影
響
を
大
き

く
受
け
ざ
る
を
得
ず
、
労
働
基

本
権
制
約
の
代
償
措
置
機
関
と

し
て
の
立
場
を
堅
持
し
、
自
主

的
・
主
体
的
な
勧
告
を
行
う
よ

う
求
め
ま
し
た
。
ま
た
、
現
業

系
職

員

の

賃

金

表

は
、
労
使
交
渉
で
確

定
す
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
十
分
な
労
使
協

議
期
間
を
確
保
す
る

た
め
に
も
勧
告
の
時

期
に
つ
い
て
明
確
に

示
す
よ
う
質
し
ま
し

た
が
、
人
事
委
員
会

か
ら
は
「
時
期
は
お

示
し
で
き
な
い
。
こ

れ
ま
で
同
様
の
考
え
方
で
」
と

い
う
従
来
の
考
え
方
を
示
す
に

留
ま
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中

で
、
特
別
区
人
事
委
員
会
は
１０

月
２８
日
、
例
年
よ
り
も
約
三
週

間
遅
れ
て
２
０
１
１
年
度
賃
金

等
に
関
わ
る
勧
告
（
報
告
）
を

行
っ
た
も
の
で
す
。

わ
が
組
合
は
勧
告
式
後
に
直

ち
に
区
長
会
に
対
し
、
要
請
を

実
施
し
ま
し
た
。
区
長
会
会
長

か
ら
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ

る
被
災
地
支
援
の
尽
力
に
対
す

る
感
謝
の
意
を
述
べ
つ
つ
、「
（
勧

告
内
容
は
）
重
く
受
け
止
め
て

お
り
ま
す
」「
勧
告
制
度
の
趣

旨
を
踏
ま
え
、
勧
告
を
尊
重
す

る
姿
勢
で
検
討
を
行
っ
て
ま
い

り
ま
す
」
と
発
言
し
ま
し
た
。

昨
年
か
ら
続
く
清
掃
工
場
へ

の
水
銀
混
入
ご
み
の
不
適
正
搬

入
、
焼
却
不
適
物
の
搬
入
な
ど

の
相
次
ぐ
ト
ラ
ブ
ル
は
、
東
京

２３
区
の
清
掃
事
業
が
疲
弊
し
、

劣
化
を
し
て
い
る
現
状
が
端
的

に
現
れ
た
事
態
で
す
。
そ
の
こ

と
を
各
区
当
局
は
深
刻
に
受
け

止
め
る
べ
き
で
す
。

国
の
指
導
に
屈
す
る
退
職
不

補
充
方
針
の
下
、
ほ
と
ん
ど
の

区
で
新
規
採
用
が
行
わ
れ
ず
、

本
来
臨
時
的
な
作
業
形
態
で
あ

る
車
付
雇
上
の
拡
大
や
清
掃
工

場
の
一
部
業
務
の
委
託
な
ど
、

劣
悪
な
労
働
条
件
で
働
く
非
正

規
労
働
者
の
活
用
が
拡
大
の
一

途
で
す
。
安
直
・
性
急
な
安
上

が
り
行
政
の
追
求
は
、
最
終
的

に
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
住

民
に
被
害
が
及
ぼ
さ
れ
ま
す
。

本
格
的
な
賃
金
確
定
闘
争
の

論
戦
が
始
ま
り
ま
す
。
多
く
の

課
題
は
、
職
員
の
労
働
条
件
の

問
題
に
留
ま
ら
ず
、
２３
区
の
清

掃
事
業
の
安
全
性
や
安
定
性
を

ど
う
考
え
る
か
と
い
う
課
題
で

す
。
各
区
当
局
は
そ
の
こ
と
を

自
覚
し
、
職
員
が
自
信
と
誇
り

を
持
っ
て
、
職
務
に
ま
い
進
で

き
る
よ
う
な
賃
金
水
準
と
人
事

制
度
の
構
築
を
判
断
す
べ
き
で

す
。１０

月
４
日
に
は
第
２
回
の
団

交
が
予
定
さ
れ
、
勧
告
後
の
要

求
を
区
長
会
に
提
出
し
ま
す
。

組
合
員
一
人
ひ
と
り
の
力
を
結

集
し
、
各
支
部
、
地
連
、
本
部

が
一
体
と
な
り
、
今
期
確
定
闘

争
の
勝
利
に
向
け
て
全
力
で
闘

い
ま
し
ょ
う
。

特
別
人
事
委
員
会
は
、
１０
月
２８
日
、
特
別
区
区
長

会
と
議
長
会
に
対
し
て
、職
員
給
与
に
関
す
る
勧
告
、

人
事
制
度
・
勤
務
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
報
告（
意

見
）
を
行
い
ま
し
た
。

月
例
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
給
与
が
民
間
給
与

を
上
回
っ
て
い
る
と
し
て
、
公
民
較
差
△
８
４
２
円

（
△
０
・
２０
％
）
を
解
消
す
る
た
め
、
給
料
表
の
引

下
げ
改
定
。
特
別
給
（
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
）
に

つ
い
て
は
、
民
間
の
特
別
給
（
賞
与
）
の
支
給
割
合

と
お
お
む
ね
均
衡
し
て
い
る
た
め
改
定
な
し
（
現
行

３
・
９５
月
）
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
、
人
事
制
度
に
関
す
る
報
告
で
は
、
高
齢

期
雇
用
へ
の
対
処
と
し
て
、「
公
的
年
金
の
支
給
開

始
年
齢
の
引
上
げ
は
目
前
に
迫
っ
て
お
り
、
任
命
権

者
と
と
も
に
国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
動
向
を
注

視
し
な
が
ら
、
早
急
に
特
別
区
職
員
の
実
態
を
踏
ま

え
て
検
討
」と
し
、具
体
的
な
方
策
等
に
つ
い
て
は
、

示
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

現
業
系
職
員
の
賃
金
は
労
使
交
渉
に
お
い
て
確
定

す
る
扱
い
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
勧
告
の
影
響
を
大

き
く
受
け
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
本
年
の
民
間
給
与
実

態
調
査
の
時
期
が
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
例

年
よ
り
も
大
き
く
遅
れ
た
こ
と
で
、
勧
告
も
例
年
よ

り
も
約
三
週
間
遅
れ
で
出
さ
れ
ま
し
た
。
厳
し
い
日

程
で
の
賃
金
交
渉
と
な
る
の
は
必
至
で
す
が
、
不
当

な
賃
金
削
減
攻
撃
を
撥
ね
返
し
、
技
能
系
人
事
制
度

の
改
善
要
求
実
現
に
向
け
、
今
期
賃
金
確
定
闘
争
を

全
組
合
員
の
総
力
で
闘
い
ま
し
ょ
う
。

１１
年
人
勧
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特
別
区
人
事
委
員
会
は
１０
月
２８
日
、
各
区
議

会
議
長
と
各
区
長
に
対
し
て
「
職
員
の
給
与
に

関
す
る
報
告
及
び
勧
告
」
を
行
っ
た
。
月
例
給

に
関
わ
る
勧
告
は
、
公
民
較
差
が
率
に
し
て
０

・
２０
％
、
金
額
で
８
４
２
円

職
員
給
与
が
民

間
給
与
を
上
回
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
解
消
す
る

た
め
の
引
下
げ
改
定
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
特
別
給
（
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
）
に
つ

い
て
は
、
民
間
の
特
別
給
（
賞
与
）
と
お
お
む

ね
均
衡
し
て
い
る
た
め
改
定
な
し
と
し
た
。

月
例
給
は
、
３
年
連
続
の
引
下
げ
勧
告
で
あ

る
。
日
本
一
生
計
費
の
高
い
首
都
圏
で
暮
ら
す

特
別
区
職
員
の
生
活
実
態
を
考
慮
し
て
い
な
い

ば
か
り
か
、
職
員
の
利
益
保
護
と
い
う
第
三
者

機
関
と
し
て
の
役
割
を
放
棄
し
た
自
主
性
・
主

体
性
に
欠
け
る
勧
告
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
公
民
較
差
相
当
分
を
本
年
度
中
に
支
給

さ
れ
る
期
末
手
当
の
額
か
ら
減
ず
る
「
所
要
の

調
整
を
実
施
」
と
し
た
こ
と
は
、「
不
利
益
不

遡
及
の
原
則
」
か
ら
も
認
め
が
た
く
、
強
い
不

満
と
怒
り
を
表
明
す
る
。

ま
た
、
報
告
（
意
見
）
で
は
「
高
齢
期
雇
用

へ
の
対
処
」
と
し
て
、「
―
組
織
活
力
の
維
持

・
向
上
の
視
点
や
、
培
っ
た
知
識
や
経
験
、
技

術
を
次
代
に
継
承
す
る
た
め
―
」「
―
採
用
か

ら
退
職
ま
で
の
人
事
・
給
与
制
度
全
体
の
あ
り

方
を
検
証
」「
―
任
命
権
者
と
と
も
に
国
や
他

の
地
方
公
共
団
体
の
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
、

早
急
に
特
別
区
職
員
の
実
態
を
踏
ま
え
て
検

討
」
と
し
て
い
る
。
公
務
員
制
度
改
革
の
法
改

正
の
方
向
性
な
ど
国
の
動
向
が
不
透
明
と
は
言

え
、
具
体
的
な
方
策
等
を
示
す
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
人
事
委
員
会
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、

公
的
支
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ
は
目
前
で
あ

る
。
職
員
の
人
生
設
計
に
か
か
わ
る
高
齢
期
雇

用
の
制
度
設
計
は
待
っ
た
な
し
で
あ
る
。
特
別

区
の
現
行
制
度
や
、
清
掃
業
務
の
内
容
や
職
場

の
実
態
を
踏
ま
え
た
制
度
設
計
の
構
築
に
向
け

て
、
今
後
の
労
使
交
渉
を
通
じ
て
区
長
会
に
強

く
求
め
て
い
く
。

未
曾
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
東
日
本
大
震

災
の
復
興
・
復
旧
支
援
活
動
は
、
全
て
の
職
場

が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

そ
の
強
い
思
い
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、
長

年
清
掃
事
業
に
従
事
を
し
て
き
た
職
員
一
人
ひ

と
り
の
自
信
と
誇
り
で
あ
る
。
東
京
２３
区
の
清

掃
事
業
は
、
年
々
多
種
・
多
様
化
し
、
困
難
度

も
増
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
国
の
指
導
に

屈
す
る
退
職
不
補
充
方
針
の
下
で
、
ほ
と
ん
ど

の
区
で
新
規
採
用
が
行
わ
れ
ず
、
劣
悪
な
労
働

条
件
で
働
く
非
正
規
労
働
者
の
活
用
や
、
安
易

な
委
託
が
拡
大
の
一
途
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も

安
直
・
性
急
な
「
安
上
が
り
行
政
」
を
追
求
し

て
き
た
結
果
と
し
て
、
２３
区
の
清
掃
事
業
は
、

疲
弊
し
劣
化
を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
相
次
ぐ

清
掃
工
場
の
ト
ラ
ブ
ル
は
、
２３
区
の
清
掃
事
業

の
現
状
が
端
的
に
現
れ
た
事
態
で
あ
る
こ
と
を

区
長
会
は
認
識
す
る
べ
き
で
あ
る
。
公
共
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
の
清
掃
事
業
の
質
の
低
下
は
、
最

終
的
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
住
民
に
被
害

を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
住
民
要
望
に
応
え
よ

う
と
日
夜
奮
闘
を
続
け
る
職
員
が
、
自
信
と
誇

り
を
持
っ
て
職
務
に
ま
い
進
で
き
る
賃
金
水
準

・
人
事
制
度
の
確
立
は
、
わ
が
組
合
に
と
っ
て

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

区
長
会
は
今
回
の
勧
告
に
影
響
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
清
掃
事
業
の
特
殊
性
や
困
難
性
を
踏
ま

え
た
給
料
表
を
早
期
に
提
示
し
、
十
分
な
協
議

を
尽
く
す
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
首
都

東
京
に
働
く
清
掃
労
働
者
の
権
利
の
確
立
、
わ

が
組
合
の
要
求
実
現
を
め
ざ
し
て
、
２
０
１
１

賃
金
確
定
闘
争
を
全
組
合
員
の
団
結
を
基
礎
に

組
織
の
総
力
を
挙
げ
て
闘
い
抜
く
決
意
を
表
明

す
る
。

２２
００
１１
１１
年年

特特
別別
区区
人人
事事
委委
員員
会会
勧勧
告告
にに
関関
すす
るる
声声
明明

平成２３年 特別区人事委員会勧告の概要

２
０
１
１
年
１０
月
２８
日

東
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２０１１年人勧後の区長会への要請、吉田中央
執行委員長 〈２０１１．１０．２８／区政会館〉

２０１０年賃金確定闘争〈２０１０．１０．２１第一
波総決起集会／東京仕事センター〉

東日本大震災復興・復旧支援派遣 〈２０１１．４．１７～５．７／仙台市〉

清掃労組の要請に対し、発言する西川区長
会会長 〈２０１１．１０．２８／区政会館〉
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特別区長会会長

西川 太一郎様

２０１１年１０月２８日 東京清掃労働組合

中央執行委員長

吉田 壽

特別区人事委員会勧告に係る要請
本日、特別区人事委員会から勧告がありました。勧告内容については、公民較差△８４２円（△０．２０％）を

解消するため、給料表を引下げ改定し、一時金については、民間の支給割合とおおむね均衡しているため改

定なしとしています。

２０１１年春闘の賃上げ結果は、労組・経営者団体の集計共に、昨年を上回る引上げ結果が示されていただけ

に、勧告内容は、私どもの期待を大きく裏切るものであり、到底理解も納得もできるものではありません。

月例給与の引下げは三年連続となり、生計費原則の賃金決定の基本からも、高物価の首都圏で暮らす特別

区職員の生活に大きな影響を与える極めて不満な勧告と言わざるを得ず、デフレからの脱却、内需の回復に

悪影響を与えることすら懸念されるものです。

国難とも言える東日本大震災は、東北地方の太平洋側を中心に壊滅的な被害をもたらしました。深い爪跡

が残された被災地のごみは、一年に出されるごみ量の数十年分とも言われ、深刻なごみ問題にも直面するこ

とになりました。２３区は４月１８日から三週間にわたって、延べ４７台の清掃車と１６３名の職員を仙台市に派遣

しました。２３区の支援隊の組織的な機動力は、仙台市側が三日分として想定した地区のごみを一日で処理す

るなど、組織的な統制の下で作業を進める強さを発揮したと報告されています。

被災地に直接赴いた職員と、留守を預かる職員が一体となって復旧・復興支援に奮闘したものであり、そ

の強い思いの原動力となったのは、長年清掃事業に従事をしてきた自信と誇りであります。

清掃事業を取り巻く状況は、多様化、複雑化し、困難度も増しています。その一方で、国の指導に屈する

退職不補充方針の下で、ほとんどの区で新規採用が行われず、劣悪な労働条件下で働く非正規労働者の活用

や、安易な委託が拡大の一途です。あまりにも安直・性急な「安上がり行政」を追求してきた結果として、

大きな社会問題となっている『官製ワーキングプア』は２３区の清掃現場の実態でもあります。

昨年から続く清掃工場への水銀混入ごみの不適正搬入や、焼却不適物の搬入などの相次ぐトラブルは、単

なる清掃工場の問題ではなく、現場が疲弊し劣化していることの証左であります。公共サービスとしての清

掃事業の現場の劣化は、事業の質を低下させ、最終的にサービスを受けている区民に被害を及ぼすことを自

覚するべきです。区側が使用者責任を果たすのであれば、特別区における清掃事業と日夜奮闘を続ける職員

をどう評価しているのかを明確にしていただきたいと思います。職員が自信と誇りを持って職務にまい進で

きる賃金水準、人事制度の構築を全ての組合員の強い思いとして申し入れます。

また、今回の人事委員会の報告（意見）では、高齢期雇用への対処として、「任命権者とともに国や他の

地方公共団体の動向を注視しながら、早急に特別区職員の実態を踏まえて検討」とし、具体的な方策等につ

いて言及に至っていません。高齢期雇用の課題は、職員の生活設計に係る重要な課題です。公的年金の支給

開始年齢の引上げは目前に迫っています。早急に具体的な検討が行われるべきです。特別区における現行制

度を踏まえ、清掃業務の内容や職場実態を踏まえ、今後私どもとの十分な協議を行い、その意見を反映する

ことを求めます。

制約された時間の中での要請となりましたので、以上の点に絞っての要請となりましたが、具体的な要求

項目等は今後お示しします。

以上

平成２３年１０月２８日

はじめに、東日本大震災による被災地支援におきましては、公務の内外を問わず、職員の皆さんにご尽力

をいただきました。特別区長を代表して、感謝申し上げます。

ただいま、委員長から、今回の人事委員会勧告につきまして、要請がございました。

まず、給与勧告について申し上げます。

勧告の内容は、職員の給与が民間給与を０．２０％上回っていることから、月例給与の引下げを行うというも

のであります。

この勧告内容は、持ち直していた景気が、東日本大震災等により、弱い動きとなり、民間給与水準に影響

を及ぼした結果であると、重く受け止めております。

本年の勧告の取扱いについては、勧告制度の趣旨を踏まえ、勧告を尊重する姿勢で検討を行ってまいりま

す。

高齢期雇用への対処につきましても、国や他団体の動向を注視しつつ、特別区職員の実態を踏まえた十分

な検討を進めていくべきと考えております。

区政を取り巻く環境が依然として厳しい中で、区民は、区政を担う職員の勤務条件について、これまで以

上に強い関心を寄せております。

今後も、区民の区政に対する信頼を確保していくためには、職員の勤務条件を、常に社会一般の情勢に適

応させ、適切に対応していくことが極めて重要であります。

清掃労組の皆さんには、ただいま申し上げたことについて、ご理解をいただきたいと思います。

私からは、以上です。

区長会コメント 清掃労組の要請に対する会長発言

わが組合の区長会への要請
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